救急業務と救急医療との連携協力を強化するための

救急制度改革の推進に関する法律案概要

１．目的

救急隊の出動件数が急増する中で医療機関の集約化が進み、現在、救護・搬送の迅速化・効率化及び救急業務の高度化が強く求められている。そのため、救急業務と救急医療の主体が異なり連携協力が十分でないという問題点を克服し、救急業務を医学的管理の下に実施できる体制を集中的かつ計画的に整備し、救命と後遺症の軽減を最大限達成する。

２．体制

①救急業務を市町村から都道府県に移管する。

②各都道府県に救急本部を設置する。

③救急本部には、救急医療の専門的知識・経験がある医師を24時間体制で配置する。

④行政、医療関係者や有識者等により構成される救急協議会を設置し、救急業務全般に係わる検証を行い、医師や救急救命士等の教育・訓練に対し意見を述べる。

３．救急本部の役割・機能

通報内容から緊急度・重症度を選別し、

（ⅰ）軽症の場合は医療機関の紹介や医療相談を行う。

（ⅱ）重症の場合は、

①救急車や消防防災ヘリ、医療機関に配備されているドクターカー・ドクターヘリなどの中から最も適切と思われる搬送手段を選び、出動命令・要請をする。

②救護・搬送している救急救命士等へ医学的な指示、指導・助言を行う。

③医療機関と連絡・調整をして搬送先を決定し、必要な指示を行う。

４．救急医療用自動車及びヘリコプターの整備

①ドクターカーをすべての救命救急センター(現在199)に配置する。

②消防防災ヘリをドクターヘリ並に高規格化する。(現在69機)。

③ドクターヘリを救急本部毎に１機以上配備する。

